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序

説

こ
こ
で
は
土
佐
藩

の
史
料
を
使

っ
て
、
参
勤
交
代
を
主
に
藩
士
の
視
点
に

し
ぼ

っ
て
お
話
し
た
い
と
思
う
。

参
勤
交
代
と

い
う

の
は
幕
府

へ
の
奉
公
で
あ
り
、
幕
府

へ
の
軍
役
と
も
言

え
る
よ
う
な
制
度

で
あ
る
。

一
年
お
き
に
行
列
を
連
れ
て
領
分
か
ら
江
戸

へ

行
き
、
そ
の
時
期
の
奉
公
が
終
わ
る
と
、
御
暇
を
頼
ん
で
国

へ
帰

っ
た
。
そ

の
点

で
は
、
参
勤
交
代
は
毎
年
大
名

と
そ
の
行
列
を
移
動
さ
せ
る
こ
と

で
幕

府

の
権
力
を
表
し
て
も

い
た
。
そ
れ

と
同
時
に
、
行
列
に
は
幕
府

へ
の
献
上

品
と
と
も
に
幕
府

へ
の
追
従
を
示
す
道

具
も
入

っ
て
い
て
、
大
名
行
列
は
大

人
数
と
諸
道
具
の
点

で
、
大
名

の
権
力

も
表
し
た
わ
け
で
あ
る
。

土
佐
藩
は
他
の
国
持
大
名
と
同
じ
よ
う
に
、
多
数

の
家
臣
を
従
え
て
参
勤

交
代
を
行

っ
た
。
ど
れ
ほ
ど
人
間

の
移
動
が
あ

っ
た
か
と
言
う
と
、
初
期

の

記
録
に
よ
る
と
、
正
保
二
年

(
一
六
四
五
)
に
は
、

一
、
四
七
七
人
で
あ

つ

た
が
、
次
第
に
増
加
し
て
、
元
禄

一
〇
年

(
一
六
九
七
)
に
は
、
二
、
人

一

三
人
に
上

っ
た
。
こ
の
時
代
以
後
、
大
名
行
列

の
人
数
が
経
済
的
な
抑
圧
で

だ
ん
だ
ん
減

っ
て
行
く
と
い
う
傾
向
が

一
般
的
に
見
ら
れ
な
い
が
、
享
保
元

年

の
改
革
で

一
時
急
に
五
二
八
人
ま
で
に
減

っ
て
、
享
保
三
年

(
一
七

一
八
)

に
部
分
的
に
取
り
戻
し

一
、
七
九
九
人
に
上

っ
た
。
そ
れ
以
後
、
数
字
は
見

あ
た
ら
な

い
の
で
、
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
天
明
頃
に
は
土

佐
藩
の
大
名
行
列
の
評
判
は
ま
だ
高

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
明
の
革
命
に

参
加
し
た
役
人
に
よ
る
と
、

「所

々
に
て
評
す
、
今
に
西
国
四
国
諸
侯

の
御
人

数
土
州
ほ
ど
大
勢
な
る
は
な
し
」
と
の
こ
と
だ
、。

ど
う
い
う
風
に
江
戸

へ
行

っ
た
か
と
言
う
と
、
江
戸
時
代
初
期
、
土
佐
藩

は
大
坂
ま
で
船
で
行
く
ケ
ー

ス
が
あ
る
が
、
台
風
銀
座
と
し
て
知
ら
れ
て
い
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る
室
戸
岬
の
嵐

の
関
係
で
遅
刻
し
た
り
事
故
を
起

こ
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
陸
上

コ
ー

ス
を
よ
く
選
ん
だ
よ
う
だ
。
そ
の

コ
ー

ス
は
、
野
根
山

街
道
を
通
り
甲
の
浦
ま
で
行

っ
て
、
そ
こ
か
ら
船

で
大
坂
ま
で
行
く

の
が
普

通
だ
が
、
先
立

っ
て
は
直
接
高
知

の
浦
戸
湾

か
ら
船
で
大
坂

へ
行

っ
て
、
そ

ち
ら
で
お
供
達
と
合
流
し

一
緒
に
東
海
道
を
通

っ
て
江
戸

へ
上

っ
た
。
浦
戸

と
か
甲
の
浦
で
待
た
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
あ
ま
り
に
多
い
故
、
享
保
三
年
初
め

て
北
山
を
越
え
て
四
国
を
渡
る

コ
ー

ス
を
通

っ
た
が
、
野
根
山
街
道
を
通
る

時
も
あ

っ
て
、
よ
う
や
く
明
和
時
代

(
一
七
六
四
-

七

一
)
に
な

っ
て
北
山

コ
ー

ス
が
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
う

い
う
風
に
土
佐
藩
も
西
日
本

の
諸
大
名
の
多
く
と
同
じ
よ
う
に
海
上
か
ら
陸
上

へ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

土
佐
藩
の
行
列
が
江
戸
に
着
い
て
、
藩

の
様

々
な
屋
敷

へ
入
る
と
藩
の
江

戸
人

口
に
加
わ

っ
た
が
、
定
府
ま
た

は
江
戸
詰
と
も

い
う
藩
士
、

つ
ま
り
長

期
間
江
戸

へ
勤
め
た
人
数
が
ど
れ
ほ
ど

い
た
か
に

つ
い
て
、
正
保
二
年

(
一

六
四
五
)
の
史
料
が
最
も
早
い
時
期

の
も
の
だ
。
そ
の
年
に
江
戸
詰
の
人
高

は
わ
ず
か

一
九
八
人
で
、
藩
主
が
参
府

の
年
間
、
合
計

一
、
六
七
三
人
も
い

た
。
貞
享
元
年

(
一
六
八
四
)
に
な

る
と
土
佐
の
江
戸
人
口
が
三
、
〇
四
六

に
登

っ
た
が
、

一
、
〇
二

一
人
が
定
府
者
だ
。

一
番
多
い
の
は
享
保
三
年

(
一

七

一
八
)

の

一
、
〇
五
六
人
。
そ
れ

は
江
戸
に
い
る
土
佐
人
の
人
口
の
三
七

%
ほ
ど
に
当
た
る
。
土
佐
の
外
で
住

ん
で
い
た
土
佐
人
は
元
禄

一
〇
年

(
一

六
九
七
)、
四
、
五
五

一
人
も
い
る
。

そ
の
九

一
%
は
結
局
参
勤
交
代

の
関
係

で
江
戸
に
い
た
。

一
、
参
勤
交
代
と
は
ど
ん
な
形
を
取

っ
て
現
れ
た
か
?

参
勤
交
代
と
い
う

の
は
藩
主
が
対
象
で
、
将
軍
に
奉
公
す
る
為
に
作
ら
れ

た
制
度
だ
。
し
か
し
、
藩
主
以
外
の
参
勤
交
代
も
色

々
な
形
を
取

っ
て
現
れ

た
。
こ
こ
で
は
藩
主

の
嫡
子
、
御
隠
居
、
家
老

の
参
勤
交
代
を
意
味

し
て
い

る
。武

家
諸
法
度
に
は
藩
主

の
嫡
子
に
触
れ
な

い
し
、
小
さ
な
藩
に
は
見
ら
れ

な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
土
佐
藩
、
薩
摩
藩

の
よ
う
な
大
藩

で
は
嫡

子
の
参

勤
交
代
は
義
務
づ
け
ら
れ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
考
え
る
と
参
勤
交
代
は
二
重
、

ま
た
は
御
隠
居
の
参
勤
交
代
も
含
め
た
ら
、
三
重
に
移
動
を
さ
せ
た
制
度

の

形
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

土
佐
藩

の
例
と
し
て
、

二
代
藩
主

の
忠
義
と
嫡
子

・
息
子
で
あ
る
忠
豊

は

交
代

で
江
戸
と
高
知
を
往
来
し
た
。
例
え
ば
、
正
保
元
年

(
一
六
四
四
)
に

忠
義
は
御
暇
を
も
ら

っ
て
江
戸
を
立

っ
て
七
月
二
五
日
に
高
知
に
着
い
た
。

嫡
子
は
三
月
に
江
戸
に
着

い
た
。
二
人
と
も
約
三

ヶ
月
間
同
時
に
江
戸
に
い

た
こ
と
に
な
る
。
次
の
年

(
一
六
四
五
)
の
春
、
忠
義
は
二
月
高
知
を
出
て
、

三
月

一
一
日
に
江
戸
に
着
い
た
。
嫡
子
は
ま
だ
江
戸
に
い
て
、
五
月
九
日
に

立

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
藩
主
と
嫡
子
は
二
人
と
も
江
戸
に
い
る
事
は
珍
し

く
な

い
が
、
め

っ
た
に
同
時
に
国
に
い
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
い
る
と
す
れ
ば
、

長
く
い
る
事
は
ゆ
る
さ
れ
ず
、
例
え
ば

一
六
四
〇
年

(寛
永

一
七
)
、
藩
主
も
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嫡
子
も
高
知
に
い
る
間
に
江
戸
藩
邸

の
火
事
が
あ
り
、
嫡
子
の
忠
豊
は
高
知

を
発

つ
の
を
延
期
し
た

い
旨
願
い
出

た
が
断
ら
れ
、
遅
れ
な
い
よ
う
に
急
い

で
江
戸
に
向
か

っ
た
の
で
あ
る
。
嫡

子
は

一
六
五
六
年

(明
暦
二
年
)
か
ら

一
六
五
九
年

(万
治
二
年
)
ま
で
三
年
間
江
戸
に
滞
在
し
た
他
、

一
六
五
五

(明
暦
元
年
)
か
ら

一
六
七
〇

(寛

文

一
〇
年
)
ま
で
藩
主
が
交
代
で
参
勤

を
す
る
パ
タ
ー

ン
が
続
い
て
い
た
。

幕
府
の
法
令
に
は
書

い
て
い
な
い
が
、
嫡
子
は
国

へ
帰
る
の
は
許
さ
れ
て

い
な

い
ど
こ
ろ
か
御
国
政
御
見
習
の
為

に
国

へ
帰
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
か

っ

た
よ
う
だ
。
そ

の
上
、
嫡
子
に
な
る
前

で
も
、
国

へ
帰
る
事
も
許
さ
れ
る
場

合
も
あ

っ
た
。
土
佐
の
山
内
豊
興
は
始
謁
前
に
二
回
も
参
勤
交
代
を
し
た
。

初
め
て
は
、
寛
政
五
年

(
一
七
九
三
)

に
江
戸
に
生
ま
れ
た
豊
興
は
わ
ず
か

生
後
六

ヶ
月
の
時
に
国
許

へ
帰

っ
た
。

二
回
目
は
享
和
二
年

(
一
八
〇
二
)

に
九
歳

の
時
。
三
回
目
は
父
の
跡
を
継

い
で
次
の
年

(文
化
六

〔
一
八
〇
九
〕

年
)
初
め
て
当
主
と
し
て
参
勤
を
し
た
が
、
病
気

の
た
め
数

ヶ
月
後
に
亡
く

な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
子
供
の
参
勤
交
代
、

特
に
病
気
が
ち
の
子
供

の
参
勤
交
代
は

大
変

で
あ

っ
た
。

こ
の
旅
に
つ
い
て
詳
し
い
資
料
が
残

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

土
佐
藩
士
森
芳
材
の

「日
録
」
で
あ

る
。
芳
材
は
若
殿
様

の
お
守
役
と
御
側

御
用
役
を
勤
め
た
人
物

で
あ
る
。
普

通
は
四
泊
か
け
て
北
山

の
ル
ー
ト
を
通

り
四
国
を
出
る
が
、
今
度
は
三
日
目
に
九
歳

の
豊
興
が
本
山
と
立
川

の
間
の

川

口
で
調
子
が
悪
く
な

っ
た
た
め
に
色

々
な
問
題
が
起
こ

っ
た
。
病
気
や
駕

籠

の
酔
い
か
ら
吐
き
出
し
た
り
、
山
道

で
楽

し
み
が
な
く
て
退
屈
だ
か
ら
高

知

へ
戻
り
た
い
と
言

い
出
し
た
。
し
か
し
芳
材
に
慰
め
ら
れ
て
少
し
昼
寝
を

す
る
事
が
出
来
た
。
そ
の
間
に
若
殿
様
の
状
態
が
心
配
に
な

っ
た
役
人
た
ち

は
、
本
山

へ
戻
る
べ
き
か
ど
う
か
等
に

つ
い
て
詮
議
を
し
た
。
現
在
地
の
川

口
に
泊
ま
れ
ば
米
が
足
り
な
い
し
、
次
の
立
川
に

一
泊
分
の
米
し
か
な
い
か

ら
、
川

口
の
米
を
持

っ
て
い
て
立
川
に
泊
ま
れ
ば
良
い
と
判
断
し
て
、
豊
興

が
目
を
さ
ま
し
て
か
ら
判
断
す
る
事
に
し
た
。
結
局
、
立
川

へ
向
け
て
出
発

す
る
事
に
な

っ
た
が
、
時
刻
が
か
な
り
遅
く
な

っ
た
た
め
、

一
晩
中
歩

い
て

や

っ
と
日
の
出
ご
ろ
立
川
に
着

い
た
。

こ
の
よ
う
に
交
通
の
設
備
が
発
達
し

て
い
な

い
北
山
通
り
で
は
、
参
勤

の
日
程
が
少
し
崩
れ
る
と
大
変
だ

っ
た
。

お
守
役
の
芳
材
は
も
ち
ろ
ん
若
殿
様
の
状
態
を
大
変
心
配
し
た
。
立
川
で

は

一
時
回
復
し
た
が
、
伊
予
の
川
之
江
で
ま
た
数
回
吐
き
出
し
て
、
食
事
も

取
ら
ず
昼
寝
も
出
来
な
か

っ
た
の
で
、
芳
材
が
豊
興
を
腕
に
抱
え
て
十
丁
ぐ

ら

い
歩

い
て
、
寝

て
し
ま
う
と
ま
た
駕
籠
に
い
れ
る
と

い
う
状
態
だ

っ
た
。

丸
亀

に
着
く
と
芳
材
は
御
側
医
の
者
達
と
相
談
し
て
、
若
殿
様
が
備
前
国

へ

御
座
舟

に
乗

っ
て
も
良
い
と
決
め
た
。

中
国
路
を
通

っ
て
い
て
室
に
お

い
て
、
先

へ
進
む
か
ど
う
か
が
ま
た
議
論

の
的
に
な

っ
た
。

こ
の
日
は
明
石
泊
ま
り
の
予
定
だ

っ
た
が
、
室
で
大
雨
に

な

っ
た
か
ら
、
御
側
医
が
、

一
日
伸
ば
し
て
明
石
の
手
前
に
あ
る
大
久
保

の

宿
に
泊
ま
る
よ
う
に
勧
め
た
。
医
者
は
、
駕
籠
に
乗

っ
て
い
る
若
殿
様
の
事

を
心
配
し
た
訳
で
は
な
く
、
お
供

の
者
達
が
雨
に
濡
れ
て
し
ま
う
事
を
理
由
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と
し
、
家
老

に
対
し
て
大
久
保
泊
ま

り
を
す
す
め
る
文
書
を
書
い
た
。
芳
材

は
絶
対
に
賛
成
で
き
な
か

っ
た

の
で
そ
の
趣
意
を
添
え
書
状
を
出
し
た
。
反

対
し
た
理
由

は
色

々
あ

っ
た
。
第

一
に
、
大
久
保
に
泊
ま

っ
て
も
、
明
石
ま

で
に
天
気
が
回
復
す
る
保
証
は
な

い
か
ら
、
も
う
少
し
先

へ
行

っ
て
か
ら
決

め
た
方
が
良

い
と
述
べ
た
。
そ
れ
に

雨
が
降

っ
て
い
て
も
病
人
は
ま
だ
出
て

い
な

い
。
最
後
に
、
芳
材
に
よ
る
と
御
側
医

の
者
達
は
お
供

の
者

の
医
者

で

は
な

い
か
ら
彼
等
は
藩
主

の
こ
と
だ

け
に
責
任
を
持

っ
て
お
れ
ば
良
く
、
そ

の
言

い
分
は
責
任

の
範
囲
を
超
え
た

と
さ
れ
た
の
だ
。
行
列
が
止
ま
る
か
ど

う
か
は
御
側
医
で
は
な
く
て
、
家
老
と
か
御
用
役
が
決
め
る
こ
と
だ
と
判
断

し
た
。
結
果
は
芳
材
の
反
対
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
久
保
に
泊
ま
る
事
に
な

っ

た
。こ

う
い
う
嫡
子
の
参
勤
交
代
は
、
少
な
く
て
も
土
佐
藩

の
よ
う
な
大
き
な

藩
の
場
合
、
当
た
り
前
の
事
の
よ
う
だ

っ
た
。
そ
れ
を
示
す
興
味
深
い
史
料

は

「南
路
志
」
(本
論
文
末
参
照
)
に
残

っ
て
い
る
。
他
の
藩
で
も
同
じ
よ
う

な
事
が
あ

っ
た
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
高
知
で
は
藩

の
役
人
も
期
待
さ
れ
た

事
も
あ
る
。
山
内
豊
昌
に
男
子
が
な

か

っ
た
故
、
元
禄
二
年

(
一
六
八
九
)

山
内
分
家
か
ら
来
た
豊
房
が

一
七
歳

で
養
子
と
な

っ
た
。
同
じ
元
禄
二
年
に

始
謁
が
あ

っ
た
が
、
後
七
年
目

の
元
禄

一
〇
年

(
一
六
九
七
)
に
は
こ
の
江

戸
生
ま
れ
の
豊
房
は
ま
だ
国

へ
行

っ
た
事
が
な
か

っ
た
の
で
、
直
臣
の
朝
比

奈
玄
蕃
が
忠
告

し
た
。
史
料
に
あ
る
よ
う
に
、
殿
様
が
お
暇
を
お
願
い
し
な

か

っ
た
た
め
、
色
ん
な
噂
も
広
ま
っ
て
い
た
。

*
豊
房
の
病
気
は
本
人
が
言
う
よ
り
重
い
。

*
国
を
統
治
す
る
才
能
が
な
い
。

*
公
方
様
も
土
佐
藩
豊
房
は
お
暇
を
お
願
い
し
た
こ
と
が
な
い
事
に
気

づ
い
て
い
た
。

*
豊
房
と
殿
様
と
の
仲
が
悪
い
。

*
玄
蕃
は
こ
れ
を
言

っ
て
い
な

い
が
、
嫡

子
が
国

へ
帰
ら
な

い
こ
と
は

土
佐
藩

の
経
済
的
な
状
況
が
悪

い
為
と
い
う
噂
も
出
て
来
る
恐
れ
も

あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。

そ
れ
に
、
豊
房
が
国

へ
行
か
な
い
と
彼
に
付
い
て
い
る
人
間
に
と

つ
て
は

他
に
も
悪

い
結
果
が
色

々
あ
る
と
主
張
し
た
。
玄
蕃
は
自
分
の
事
は
全
然
差

し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
と
言

っ
て
い
る
が
、
本
当
の
事
は
わ
か
ら
な

い
。

こ
う

い
う
風
に
嘆
願
し
、
家
来

の
こ
と
を
心
配
し
て
、
本
人
は
忠
義
で
あ
る
よ
う

だ
。
玄
蕃
が
書
い
た
よ
う
に
、

*
家
来
は
結
婚
出
来
な
く
て
嫡
子
の
こ
と
も
心
配
し
て
い
る
家
来
が
沢

山
い
る
。

*
結
婚
し
て
い
る
者
も
普
通
の
生
活
が
出
来
な
い
。

*
年
を
取

っ
て
い
る
両
親

の
世
話
も
出
来
な
い
。
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二
年
後
、
元
禄

一
一
年

(
一
六
九
八
)

の
史
料
を
見
る
と
、
事
情
は
全
然
変

わ

っ
て
い
な

い
。
豊
房
は
帰
ら
ず
に
ず

つ
と
江
戸
に
い
た
。
そ

の
為
に
玄
蕃

も
豊
昌
も
豊
房

へ
手
紙
を
出
し
た
が
、
効
果
は
な
か

っ
た
。
結
局
、
元
禄

一

三
年
に

(
一
七
〇
〇
)、
嫡
子
に
な

っ
て

一
一
年
後
、
や

っ
と
お
暇
を
頼
ん
で

=
二
二
人
の
御
供
揃
い
で
国

へ
向
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
九
月

一
日
高
知
に

着

い
た
が
、

一
〇
月
三
日
に
豊
昌
が

江
戸
で
な
く
な

っ
た
た
め
、
豊
房
は
至

急
江
戸

へ
戻
る
必
要
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
殿
様
に
な

っ
て
死
ぬ
ま
で
、
わ

ず
か
五
年
間
、
短
い
藩
政
だ

っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
豊
房
の
病
気
は
言
い
訳

だ
け
で
は
な
か

っ
た
事
が
分
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
例
は
珍
し

い
こ
と
か
ど
う
か
別
と
し
て
、
ど

こ
の
藩

で
も
幕
府

の
命
令

で
江
戸
滞
在
が

延
長
さ
れ
て
藩
の
者
に
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
も
あ

っ
た
に
ち
が
い
な

い
。

二
、
家
老

の
参
勤
交
代

土
佐
藩
の
場
合
に
は
、
参
勤
交
代

と
は
嫡
子
、
隠
居
様
以
外
、
も
う

一
つ

の
パ
タ
ー

ン
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
家

老
が
藩
主
の
代
わ
り
に
参
勤
を
す
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
れ
は
全
部
で
六
回
、

約
五
〇
1

六
〇
年
お
き
に
行
わ
れ
て
い

た
。高

知
市
よ
り
少
し
西
の
方
に
離
れ

て
い
る
佐
川
と
い
う

一
万
石
の
領
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
頭
領
し
た
深
尾
公
は
藩
主
山
内
氏
の
名
代
と
な

っ
て
参
勤
交

代
を
し
た
。

一
六
〇
五
年

(慶
長

一
〇
)
に
初
代
山
内

一
豊
が
亡
く
な

っ
て
、

弟

の
子
忠
義
が
そ
の
後
を
継
い
だ
時
、
深
尾
初
代

(重
良
)
は
忠
義
の
名
代

と
な

っ
て
江
戸
に
上
が

っ
て
将
軍
の
家
康
に
こ
の
知
ら
せ
を
し
た
。
寛
文
九

年

(
一
六
六
九
)
藩
主
忠
豊
が
亡
く
な

っ
て
豊
昌
が
後
を
継
い
だ
時
も
、
そ

の
名
代
と
し
て
家
老
三
代
の
深
尾

(重
照
)
が
将
軍
家
綱
に
謁
し
て
、
そ
れ

を
報
告
す
る
の
が
二
回
目
の
機
会
だ

っ
た
。
三
回
目
は
享
保
五
年

(
一
七
二

〇
)
に
ま
た
藩
主
が
没
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
た
め
に
参
勤
を
し
た
。
四
回

目
寛
政
三
年

(
一
七
九

一
)
に
、
五
回
目
天
保

一
四
年

(
一
八
四
三
)
。
六
回

目
安
政
五
年

(
一
八
五
八
)
に
は
、
十
代
深
尾
家
老
は
安
政
大
獄
で
隠
居
謹

慎
中

の
山
内
容
堂

の
名
代
と
し
て
山
内
最
後

の
藩
主
で
あ
る
豊
範

の
襲
封
を

将
軍

(家
茂
)
に
報
告
し
た
。

他

の
時
は
分
か
ら
な
い
が
、
五
回
目
の
天
保

一
四
年
、
あ
る
い
は
六
回
目

の
安
政
五
年

の
参
勤
の
供
揃
え
を
書
き
残
し
た
記
録
が
あ
る
。
深
尾
は

一
万

石
の
家
老
で
あ

っ
て
も
、

二
四
万
石
の
土
佐
藩
主

の
名
代

の
場
合
、
相
当
の

配
慮
が
必
要
で
、

こ
の
場
合

一
六
〇
人
の
騎
馬
、
徒
歩
、
足
軽
、
人
足
た
ち

が
二
列
縦
隊
と
な

っ
て
江
戸

へ
行

っ
て
来
た
。

三
、
江
戸
御
供

の
メ
カ

ニ
ズ
ム

以
上
は
、
藩
主
、
嫡
子
、
隠
居
様
、
家
老
の
参
勤
交
代
に
触
れ
た
が
、
、一

般
の
藩
士
の
場
合
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
江
戸
勤
番

の

人
々
を
選
ん
だ
の
か
。
土
佐
藩
の
場
合
に
限
ら
ず
、
他
の
藩
に

つ
い
て
も
、
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ま

っ
た
く
研
究
さ
れ
て
い
な

い
、
謎

だ
。

一
つ
仮
説
だ
が
、
土
佐
の
藩
士
は

十
四
組
に
別
れ
て
い
た

の
で
、
各
組

か
ら
何
人
か
ず

つ
選
ば
れ
た
か
も
し
れ

な

い
。
代
勤
の
制
度
が
あ

っ
た
り
、

ま
た
は
病
気

で
江
戸
行
き
を
避
け
た
人

も
あ

っ
て
、
藩
士
は
皆

一
律
に
勤
番

を
勤
め
て
い
な

い
。
儒
者
で
あ
る
谷
丹

内

(真
潮
)

の

「日
用
米
塩
録
」
と

い
う
記
録
に
、
同
人
と
商
人
の
才
谷
屋

人
郎
兵
衛
と

の
通
信
を
見
る
と
、
あ

る
程
度
ま
で
は
個
人
的
な
志
願
も
認
め

ら
れ
た
よ
う
だ
,。
丹
内
は
借
金
を
返
す
た
め
に
才
谷
屋
に
江
戸
勤
番
を
勧
め

ら
れ
て
、
結
局
し
ば
し
ば
行

っ
た
。

そ
れ
は
延
享
三
年

(
一
七
四
六
)
、
宝
暦

二
年

(
一
七
五
二
)
、
宝
暦
四
年

(
一
七
五
四
)
、
宝
暦
八
年

(
一
七
五
八
)
、

宝
暦
十

一
年

(
一
七
六

一
)
、
明
和

二
年

(
一
七
六
五
)
、
天
明
八
年

(
一
七

八
八
)

の
七
回
で
あ
る
。
そ
の
た
び
に
滞
府
の
手
当
と
し
て
丹
内
は
御
合
力

米
十
石
と
御
奉
公
十
石
を
も
ら

っ
た
。
丹
内

に
よ
る
と
そ
の
内
か
ら
金
七
両

を
残
し
て
、
才
谷
屋

へ
の
返
済
に
あ

て
る
こ
と
が
出
来
た
。
丹
内
の
よ
う
な

下
っ
端

(十
人
石
十
人
扶
持
)

の
武

士
に
と

つ
て
家
計
を
助
け
る
点
で
江
戸

勤
番
は
魅
力
が
あ

っ
た
。

一
般
的
に
言

っ
て
江
戸
勤
番
者
は
お
金
が
儲
か
る

か
ど
う
か
は
難
し
い
問
題
だ
し
、
年
代
や
藩

の
事
情
や
藩
士
の
身
分
に
よ

っ

て
違
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
.土
佐
藩

士
森
勘
左
衛
門
芳
材

の
よ
う
に
相
当
な

役
料
が
付
い
て
い
た
藩
士
の
場
合
、

江
戸
に
い
る
間
か
な
り
豊
か
な
生
活
が

保
証
さ
れ
て
い
た
と
見
て
間
違

い
あ
る
ま
い
。

も
ち
ろ
ん
、
お
金

の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
藩
の
イ
ン
テ
リ
、
儒
者
、
画

家
、
陶

工
、
茶

の
湯
師
な
ど
は
江
戸

の
知
識
人
と
付
き
合
う
た
め
に
と
か
弟

子
に
な
る
た
め
と
か
免
許
を
も
ら
う
た
め
に
江
戸
御
供
を
志
願
し
た
わ
け
だ
。

藩
士
は
ど
う

い
う
風
に
選
ば
れ
た
か
、
ど
う

い
う
機
会

で
江
戸

へ
行

っ
た

か
と
い
う
問
題
を
調
べ
る
為
に
土
佐
藩
森
家
の
経
験
を
細
か
く
見
て
み
た

い
。

近
世
土
佐
に
お
い
て
、
山
内
家
家
臣
団
の
内
に
森
姓
の
家
が
十
家
も
あ

っ
た

が
、

こ
こ
で
森
正
名
の
先
祖
森
勘
左
衛
門
が
中
心
に
な

っ
た
家
系
に
絞
り
た

い
と
思
う
。

こ
の
森
家
は
格
式
が
御
馬
廻
で
あ
り
、
家
臣
団
の
う
ち

一
番
活

発
で
重
要
な
階
層
に
属
し
て
い
た
と
言

つ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

森
家
は
江
戸
と

の
関
係
が
深
か

っ
た
よ
う
だ
。
史
料
で
分
か
る
限
り
、

一

代
と
九
代
以
外
少
な
く
て
も

一
回
は
参
勤
に
出
た
が
、
三
代

(五
回
)、
四
代

(四
回
)
、
七
代

(三
回
)
は
度

々
行

っ
て
い
る
。
六
代
芳
材
の
四
男
で
あ
る

正
名
の
江
戸
行
き
は
五
回
に
も
の
ぼ
り
、
天
保
五
年

(
一
八
三
四
)

の
場
合

に
は
定
詰
に
も
な

っ
た
。
万
延
元
年

(
一
人
六
〇
)
に

一
回
有
馬
入
湯
の
旅

を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
は
国
を
出
た
ら
必
ず
江
戸

へ
向
か

っ
た
も
の
だ
。

最
初

の
経
験
は
文
政
十

一
年

(
一
八
二
八
)、

二
十
四
歳

の
時
で
あ

っ
た
。
最

後
は
二
十
八
年
後
、
安
政
三
年

(
一
八
五
六
)
に
山
内
容
堂
の
供
を
し
て
の

江
戸
行
き
だ
。
そ
の
お
り
、
正
名
は
、
自
分
が
年
を
と

っ
て
い
る
と
感
じ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
五
十
二
歳

の
彼
が
馬
、
駕
籠
に
乗
ら
ず
に
丸
亀
ま
で
歩

い
た
こ
と
を
自
慢
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
と
参
勤
交
代
に
よ
る
江
戸
行

き
は
こ
の
人
物
に
と

っ
て
大
変
重
要
な
体
験
と
言

っ
て
良

い
で
あ
ろ
う
。

森
家

の
人
達
は
色

々
な
機
会
に
江
戸

へ
行

っ
た
。
二
代
、
三
代
、
四
代
は

一
回
ず

つ
使
者
と
し
て
土
佐
を
発
ち
江
戸

へ
向
か

っ
た
。
三
代
は
二
回
も
立
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ち
帰
り
、

つ
ま
り
江
戸
ま
で
藩
主
の
御
供
を
し
て
か
ら
す
ぐ
に
国

へ
帰

っ
て

い
る
。
三
代
は

一
回
父

の
代
わ
り
に

江
戸
勤
番
を
や

っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
は

よ
く
あ

っ
た
が
、
息
子
を
教
育
す
る

た
め
父
が
代
わ
り
を
さ
せ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
父
に
付
随
し
て
、
自
力
で
江
戸

へ
見
習

い
に
い
く
こ
と
も
少
な
く

な
か

っ
た
よ
う
だ
。

こ
ん
な
場
合
は
庶
民
の
伊
勢
参
り
に
似
て
、
教
育
ま
た

は
娯
楽

の
面
も
あ

っ
た
。
森
家
歴
代

の
う
ち
定
詰
を
命
ぜ
ら
れ
た

の
は
正
名

だ
け

で
、
彼
は
天
保
五
年

(
一
人
三

四
)
か
ら
同
八
年

(
一
八
三
七
)
ま
で

江
戸
に
勤
め
た
。
し
か
し
最
初

の
江

戸
行
き
は
学
問
武
芸
修
行

の
た
め
で
あ

っ
た
。
そ

の
時
に
は
父
で
は
な
く
て
兄
の
森
勘
左
衛
門
美
枝
に
付
随
し
て
行

っ
た
。

こ
の
時
酒
井
源
次
郎
と

い
う
藩
士
も
同
じ
十
畳
の
狭
い
武
家
長
屋
の

一
室
に
住
ん
で

一
年
を
過
ご
し
て
い
る
。

ど
こ
の
藩
で
も
、
色

々
の
理
由
に
よ
り
江
戸

へ
行
き
た
い
者
が
い
る

一
方
、

絶
対
に
行
き
た
く
な
い
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
先
ほ
ど
、
述
べ
た
よ
う
に
、

自
力

で
行

っ
た
人
は
、
見
習
い
は
自
分

の
教
育

の
た
め
に
土
佐

の
国
境
を
越

え
て
大
都
会

で
あ
る
江
戸

へ
行
く
こ
と
を
必
要
と
し
た
者
た
ち
だ
。
家
族
や

故
郷
と
離
れ
た
く
な
い
人
も
い
た
が
、
森
家
二
代

の
正
勝
は
そ
ん
な
人
物
だ

っ
た
。

天
和
三
年

(
一
六
人
三
)
使
者
と
し
て
江
戸

へ
行

っ
た
が
、
そ
れ
以

上
は
い
や
に
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
後
二
回
、
貞
享
四
年

(
一
六

八
七
)
と
元
禄
七
年

(
一
六
九
四
)

に
江
戸
勤
番
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
二
度

と
も
代
人
を
見

つ
け
て
自
分
は
行
か
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
元
禄
七
年
の
代
人

は
自
分

の
息
子
の
正
寿
を
た
て
て
い
る
。

参
勤
交
代
と
い
え
ば
、
藩
主

の

供
を
す

る
侍
達

の
行
列
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ

で
あ

ろ
う
。

し
か
し
正
名

の
日
記
を
見

る
と
、
正
式
に
行
列
に
入

っ
て
行

っ
た
の
は
お
そ
ら
く
五
回
目
の
安

政
三
年

(
一
八
五
六
)

の
江
戸
勤

番

の
時

で
あ

っ
た
。
文
政

一
一
年

正
名
が
自
力
で
行

っ
た
最
初

の
時

に
は
、
勝
手
に
行
列
と
離

れ
て
好

き
な
所

へ
寄

っ
て
い
く
こ
と
が

で

き
た

(そ

の
時

は
兄
が
勤
番
侍
と

し
て
江
戸

へ
登

っ
た
が
、
正
名
は

彼

の
江
戸
藩
邸
の
部
屋
に
住
ん
で

い
た
)
。
天
保
五
年
の
常
詰
の
場
合
、

・家
族

(母
、
妻
、

子
供
、
小
者

二

人
)
を
連
れ

て
、
他

の
土
佐
藩
士

の
家
族
と
、
合
わ
せ

て
十

一
人
が

同
行
し
て
江
戸

へ
行

っ
た
。

江
戸
御
供
が
ど
の
よ
う
に
選
ば

れ
た
か
、

つ
ま
り
江
戸
勤
番

の
メ

参 勤交代 に参加 す る土佐藩 士表1

(A) (B) (B/A) (1695人)

年代 行 列 総
人数

藩 士

数

行列 の率 士 分 の率

正 保2(1645) 1,477 198 13.4% 11.7%

延 宝4(!676) 1,527 85 5.6% 5.0%

延 宝8(1680) 1,799 178 9.9% 10.5%

天 和2(1682) 1,666 79 4.7% 4.7%

元 禄1(1688) 2,531 116 4.6% 4.5

元 禄3(1690) 2,775 128 4.6% 7.6%

享 保3(1718) 1,799 178 9.9% 10.5%
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カ

ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
為
に
行
列
の
身
分
的
な
分
析
を
や

っ
て
み
た
い
と
思

う
。
土
佐
藩
の
資
料
を
み
て
み
た
い

(表
1
)。

一
六
四
五
年
に
行
列

の

一
、

四
七
七
人
の
中
で
士
分
は

一
九
八
人

い
る
。
そ
れ
は
行
列

の

=
二
・
四
%
で
、

家
臣
団
士
分

の
大
体

一
二
%
に
も
な

っ
て
非
常
に
高

い
率
に
な

っ
た
。
士
分

総
計

(お
目
見
の
者
)
約

一
、
六
九

五
人

(郷
士
は
含
ま
れ
て
い
な
い
)
は

順
番
で
江
戸

へ
行

っ
た
と
す
れ
ば
全

人
は
九
回
で
、

つ
ま
り

一
八
年
で

一
回

江
戸

へ
行
く
事
が
出
来
た
。
土
佐
藩
士

の
参
加
す
る
確
率
は
変
動
す
る
こ
と

が
あ

っ
て
、
下
が

っ
た
り
上
が

っ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
参
加
す
る
確
率

は
五
%

の
場
合
、
ま
た
順
番
で
江
戸

へ
行

っ
た
と
す
れ
ば
全
人
は
二
〇
回
、

つ
ま
り
四
〇
年
で

一
回
江
戸

へ
行

っ
た
事

に
な
る
。
他
の
藩

の
と
比
較
す
れ

ば
、
例
え
ば
二
万
石
の
人
戸
藩

の
場
合
、
そ
の
確
率
は

一
九
世
紀
に
は
約
七

%
だ
。
家
臣
団
士
分

の
五
二
三
人
の
な
か
で

一
八
二
二
年
に
三
六
人
が
参
勤

を
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
家
臣
団
全
員
は
江
戸

へ
行

っ
て
い
な

い
事
は
ご
承
知

の

通
り
だ
。
そ
の
上
、
森
家

の
人
物

の
よ
う
に
よ
く
参
勤
交
代
を
や

っ
て
い
る

者
も
結
構
い
た
。
土
佐
藩

の
場
合
、
参
勤
交
代
を
し
た
藩
士
の
名
簿
が
数
年

に
残

っ
て
い
て
、

一
七
世
紀
に
は
寛

文

一
〇
年

(
一
六
七
〇
)
、

一
一
年

(
一

六
七

一
)
、
延
宝
三
年

(
一
六
七
五
)
、
延
宝
四
年

(
一
六
七
六
)

の
四
回
の

例
も
あ
る

(表
2
)
。
寛
文

一
〇
年

(
一
六
七
〇
)
に
参
勤
交
代

の
予
定
は
崩

れ
て
い
て
、
そ
の
年
に
藩
主

の
交
代
と
参
勤
も
あ

っ
た
が
、
交
代

の
数
字
し

か
残

っ
て
い
な
い
。
寛
文

一
一
年

(
=
ハ
七

一
)
と
延
宝
三
年

(
一
六
七
五
)

の
数
字

も

交
代

の
数

字

だ
。
最
後
の
延
宝
四
年

(
一

六
七
六
)
の
数
字
だ
け

は
参
勤
を
表
し
て
い
る
。

・
こ
の
四
回
の
行
列
に
藩

士

の
名
前
は
二
七
四
人
ほ

ど
載

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

全
員

で
あ
る
か
ど
う
か
は

た
し
か
で
は
な

い
け
れ
ど

も
、
史
料
に
載

っ
て
い
る

す
べ
て
の
人
だ
。
士
二
七

四
人
と
い
う
と
実
際
に
は

一
九
〇
人
名
だ
。
つ
ま
り
、

あ
る
部
分
は
数
回
行

っ
た

り
来
た
り
し
た
。
ち
な
み

表2参 翰交代の名簿に出ている土佐藩

卜

1=寛 文10年( .taro)

ザ ー'bw醒 悍w『r'『 吊Y吊'胃 品 七吊腸 跚 吊跚 品 粘^… 吊…'…W温 品'脆 粘鴇 粘 ㍑昂

交代1士 騒人
2;寛 文11年(1671) 交代i意73人
3i延 宝3年(16"r5) 交 代:.,i,.VL人

躄 惣 年(1676) 参 鋤 ・士85人
る・1過讐2覆 人 、Lか し、190人 名 しか鷁 てい ない

;A)19fl人 の 内 、6苣l(33%)は2鬪 以 熏嶺 てい る.し か し蠖 宝3年 の交 代
iと羝宝4年 の参 鋤 、溝 方 に出て い る人数 は6人 しか い ないJ

1… ・ … ・ 一 一 一一・一一一…一一 一一…一一 一一
`B)190入(総 入 数) 一66人(2回 以 上)二124人 は 一回名 簿 に 礁て い る

}66人 の 内駅:鮒 人 は2麟 、24人 は3曙 、2人 は4賎
く

iC)羝 宝4年(1676)士S5人 の 内39人(46%〉 初 めて名 簿 に 出る
i

5i果 和2無 〈1682>に ま79入 の 内'?9人(37%)は 上の 四年 斷に も 出て い る
3

6i・轡3年(169◎ 〉 に士12S入 の 内22人(17%)1揃 罅 々の 糒 に も蘇 い
9

に
、
八
年

の
間
、

一
九
〇
人
の
内
六
六
人

(三
五
%
)
は
二
回
以
上
出
て
い

て
、
お
そ
ら
く
こ
の
全
員
が
少
な
く
て
も
二
回
参
勤
交
代
を
し
た
。
わ
ず
か

の
六
人
は
連
続
し
て
い
る
延
宝
三
年

(
一
六
七
五
)

の
交
代
と
延
宝
四
年
の

参
勤
に
も
参
加
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
六
人
も
ま
た
、
国

へ
帰

っ
て
い
る
。

交
代

の
名
簿
に
出
て
い
る
人

々
は
お
そ
ら
く
全
員
参
勤
で
江
戸

へ
登

っ
た
は

ず
だ
。

二
回
以
上

の
六
六
人
を
総
数

の

一
九
〇
人
か
ら
引

い
て
、
残
り
の

一
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藩 士 の参 勤 交代 を め ぐ る諸 視 点(ヴ ァポ リス)

二
四
人
は

一
回
し
か
名
簿
に
出
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

一
回
し
か
名
簿
に

入

っ
て
い
な
く
て
も
お
そ
ら
く
本
当

は
二
回
あ
る
は
ず

で
あ
る

(例
え
ば
、

交
代

の
名
簿
に
出
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
参
勤
で
江
戸

へ
行

っ
た
は
ず
だ
)。

参
勤
交
代
と
は
本
来
軍
事
制
度
だ
か
ら
こ
う
い
う
風
に
江
戸
行
き

の
経
験
が

あ
る
兵
士
と
経
験
の
な
い
兵
士
を
同
時
に
行
か
せ
る
の
は
基
本
的
な
プ

ロ
セ

ス
か
も
知
れ
な
い
。

数
回
出
て
い
る
人
名
を
も

っ
と
詳

し
く
見
る
と
、
そ
の
六
六
人
の
内
四
〇

人
は
二
回
、
二
四
人
は
三
回
、
二
人

は
四
回
に
出
て
い
て
、
四
回
参
勤
交
代

を
し
た
。
延
宝

四
年

(
一
六
七
六
)

の
人
名
を
詳
し
く
見
る
と
、
そ
の
年

の

人
五
士
の
内

の
三
九
人

(四
六
%
)

は
初
め
て
名
簿
に
出
て
い
る
。
残
り
の

四
六
人

(五
四
%
)
は
繰
り
返
す
人
物
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
参
勤
交
代

の
経
験
は
広
く
家
臣
団
に
広
が

っ
た
わ
け
だ
。

し
か
し
、
個
人
が

一
回
以
上

自
分

の
意
志

で
ま
た
参
加
し
た
か
ど

う
か
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
史
料
に
も

明
ら
か
で
は
な
い
。
六
年
を
経

て

一
六
八
二
年

(天
和
二
)
に
七
九
士
の
内

に
二
九
人

(三
七
%
)
は
前

の
四
年

の
名
簿
に
も
出
て
い
た
。
ま
た
八
年
後

一
六
九
〇
年

(元
禄
三
年
)
で
は
、

藩
士

一
二
八
人
の
内
に
二
二
人

(
一
七

%
)
は
前
の
年

々
に
江
戸

へ
行

っ
て
来

た
わ
け
だ
。

藩
士
以
下
、

い
わ
ゆ
る
下
士
の
場

合
は
ど
う
な

っ
た
か
も
よ
く
分
か

っ
て

い
な
い
が
、
藩
士
と
同
じ
よ
う
に
お
供
す
る
者
と
立
ち
返
り
を
す
る
者
も
い

た
。
毎
度
大
名
を
お
供
す
る
定
御
供

足
軽
が
い
て
、
藩
主
と
と
も
に
行

っ
た

り
来
た
り
し
た
。
十
八
世
紀

の
終
わ
り
か
ら
江
戸
時
代

の
終
わ
り
ま
で
八
九

家
も
あ

っ
て
、
「定
御
供
足
軽
根
図
絵
」
と
言
う
記
録
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い

る
。
大
部
分
は

一
〇
石
以
下
数
人
扶
持

の
者
だ
。
三
〇
年
か
ら
五
〇
年
ま

で

勤
め
た
人
が
沢
山
い
る
。
毎
年
行

っ
た
り
来
た
り
す
る
疲
れ
で
よ
く
休
み
、

病
気
を
理
由
に
嫡
子
を
代
勤
さ
せ
る
事
も
あ

っ
た
。

四

、

∪
蓉

o
<
o
こ

巷

き

最
後
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー

マ
、
「日
本
発
見
」
(O
冒
o
<①こ
巷
き
)

の
立
場
か
ら
藩
士
と
参
勤
交
代
に

つ
い
て
少
し
触
れ
た
い
と
思
う
。

土
佐
藩
士
森
正
名
が
残
し
た
江
戸
日
記
を
見
る
と
、
参
勤
交
代
の
個
人
的

な
意
義
が
良
く
分
か
る
。
土
佐
は
ど
う
い
う
国
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
は

じ
め
て
考
え
た

の
は
多
分
文
政

=

年

(
一
八
二
八
)

の
最
初

の
旅

の
時
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
年
よ
り
以
前
、
正
名
の
世
界
は
土
佐
国
の
境
目
の
内
、

あ
る
い
は
城
下
町
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
た
。
高
知
を
出
て
他
藩
を
見
る
ま
で
、

自
国
の
有
様
は
十
分
に
は
わ
か
り
え
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

四
国
を
縦
断
す
る
北
山
街
道
を
経
由
し
て
、
高
知
を
出
て
か
ら
最
初
に
出

会
う
城
下
町
は
丸
亀
だ
。
正
名
は
丸
亀

の
お
城
を
み
て
、
「天
守
ナ
シ
。
殿
様

御
住
居
出
来
る
様
な
る
所
見
え
ず
。
チ
イ
サ
キ
モ
ノ
也
」
と
判
断
し
た
。
ま

た
、
城
下
町
を
歩
い
て
み
て

「街

ハ
大
繁
昌
、
家
中

ハ
衰
微
ト
見

ユ
」
と
書

い
た
。
最
初

の
旅
だ
か
ら
各
城
下
を
通

っ
た
際
必
ず
メ
モ
を
残
し
た
。
こ
ん

な
風
に
他
藩

の
城
下
町
そ

の
他
の
都
市
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
他
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の
世
界
と
高
知
と
の
比
較
が
出
来
た
。

三
都
で
あ
る
京
都
、
大
坂
、
江
戸

に
入

っ
た
時
、
そ
の
大
き
さ
に
衝
撃
を

感
じ
た
よ
う
だ
。

京
都
に
入
テ
見
れ
バ
サ

ス
が

二
大
坂

二
勝

ル
事
遠

シ
。
扨
男
女

の
風
俗

に
し
て
衣
服
の
微
な
る
こ
と
、

又
大
坂

二
倍
セ
リ
。
御
国
を
出
丸
亀

の

繁
華
に
驚
き
し
が
、
大
坂

へ
入
て
見
れ
バ
又
十
倍
に
覚
申
。
京
に
入
て
。

又
倍
セ
リ
。

も

ち

ろ

ん

、

日

本

発

見

と

は

「
場

」

の

発

見

だ

け

で

は

な

く

、

「物

」

の
発

見

(
お

土

産

、

買

い
物

、

な

ど

)

の
点

も

重

要

だ

が

、

こ

れ

は
他

の
機

会

に

し

て

お

き

た

い
。

史
料「朝

比
奈

玄
蕃

江
戸
在
勤

筆
記
云
」

(『
南
路

志
』
第

六
巻

、
三
九
六
-

三
九
八
頁
)

五
月

十
八
日

豊

房
様
江
申

上
候

ハ
、

皆
申
上
度

存
候

へ
土
ハ
、
私
義

も
御
國
勝

手
之
者

御
座
候

ヘ
ハ
御

入
部
を
す

Σ
め
候
様

可
被

思
召
候

と
奉
存
控

罷
在
候
。
御

暇
御

願
之
義

も
今

二
御

沙
汰
無
御

座
、
最

早
御
交
替

之
時
節
も

過
候
。
今

年

二
而

ハ
御

座
有
間
敷

趣

二
付
申
上
候
。

一
去

々
年

御
入
部

之
塩
御
座
候

處
、
御
病

気
故
御

願
無
御
座
、

今
年

ハ
猶

以
遅
キ
位

二

御
座
候
。

然
處
右

も
御
沙
汰
も
無

御
座
候
。
乍

憚
公
方
様

二
も
此

段
御

心
付

可
有

御

座
候
。

御
並
方

ニ

ハ
最
早

再
篇

御
暇

二
候
處

、
御
前
様

ニ

ハ
段

々
塩

ぬ
け
候

へ
土
ハ御

願
無
御

座
候
。
折
節

御
登
城
有

之
處
無
其
義

段

は
、
何

卒
内
證

以
之
外
悪
敷
病
症

有

之
歟
、

土
佐
守
様

と
御
不
和

二
而
御
前
様
御

如
在
候
歟

、
國
守
護

之
義
不
能
生
付

故

延
引
歟

、
比
重
場
度

々
ぬ
け
申

段

ハ
御

不
審

可
有
御
座
。

且

又
以
下
之
者
共

ハ
、

如

何
様

之
善

悪
を
も

人

々
存
義

二
而
無
御
座
候
。

御
前
様

(不
明
)
幾

は
く
之

人
之
中

二
十

人

二
過
不
申
候
御

身
之
上

二
御
座
候

ヘ
ハ
、
ケ
様

二
並
御
座
候

場
之
ぬ
け
候

事

ハ
、
役

二
不
立
御

器
量

二
而

も
可
有
と
、
國

々
所

々
人

々
批
判
仕

處

二
御
座
候

ヘ
ハ
、

御
身
之
上
重
事

比
上

ハ
無
御
座
候

。

一
御
部
屋
付

之
内
、
私

義

ハ
五
ケ
年
當
地

二
罷
在
、
其

上
夥
敷
御

知
行
被

下
置
候
故
勝

手
迷
惑

不
仕

、
御
城
銀

・
御
城
米
借

用
不
仕
自
力

を
以
御
奉

公
申
上
候
。

全
妻
子

之

義

不
存
候
。

其
外

ハ
八
年
以
来
罷
在

、
妻

子

・
家

屋
敷
持
候
者

ハ
数
年
捨

置
於
御
當

地
晝

夜
之
御
奉

公
仕
、
勝

手
も

つ
』
き
可
申
様
無
御

座
候
。

中
山
源
右
衛

門
抔

ハ
未

男

子
も
無
御
座

、
自
分
養

子
を
仕
筈

二
御
座
候
。
村

田
庄
八

・
宮

川
清
次
郎

・
渋
谷

次

兵
衛

・
麻

田
理
太
夫

・
岩

崎
所
左
衛

門
抔

ハ
、
御

國

二
罷
在
候

ヘ
ハ
最

早
妻

子
を

取

一
通
之
安
座

仕
年
来

之
者

之
、
或

ハ
老

極
之
母

近
親
類

二
捨

置
ケ
様
之
難
義

。
御

用

人

・
御
歩
行

以
下
、
無
際

限
御
座
候
。

軽
キ
者

ハ
妻
子
持

と
げ

申
事
不
相
成

、
緑

も

不
切
離
別
仕
候

。
就
夫
数

百
人
之
歎
、

勝
手

ハ
つ
ン
き
不
申
、

迷
惑
至
極

仕
候
。

此
段

ハ
、
御
前
様

御
壹
人
御

勇
健

二
而
御

為

ハ
悪
御

座
候

二
付
、

御
家
中

に
て
も
悪

申
殺

ハ
ロ
々
様

々

二
而
御

座
候
。

一
病
気

と
乍
申
、

ケ
様

二
五
六
年
之
間
何

も
御
勤

不
被
成
右

之
通
御
座
候

段

ハ
、
豊

昌

様
之
御

迷
惑
、
此

外

ハ
無
御
座
義

二
而
御
座
候

。
何

共
御

見
届

不
被
成

、
先
暗

キ
様
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二
可
被

思
召
候
。

御

一
國

之
大

事
、
此

外

ハ
無
御
座
候

。
御
國

之
者
安
座

不
仕
候
。

左
様

二
御
座
候

ヘ
ハ
、
今
年
中

も
此
通

二
御

ふ
と

ん
之
上

二
計
被

成
御
座
候

而

ハ
、

御
身

之
上
御
大
事

出
来
可
仕
候

。
左
候

ヘ
ハ
無
是
非
御

義
、
乍

憚
百

日

二
御

快
全
被

成
候

段
、

一
日

二
御
快
被
成

御
座
候

へ
か
し
と
、

手
を
す
け
奉

候
様

二
奉
存

候
。
且

御
壹

人
之
御
為

悪
義
御
座
候

段

ハ
、
毎

日
押

出

し
申

旨
定
而
御

聞
被
成
候
義

も
可
有

御
座

候
。
諸

人
申

所
も
被

思
召
、
御
得

心
可
被
遊
候

。
ケ
様

之
義
、
私
な

ら
て

ハ
申

上
者
無

御
座
候

二
付
、
如
何

こ
も
尤

も
思
召
之
由
御

意
有
之
也
。
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